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一
、
問
題
の
所
在

琱
生
三
器
と
は
五
年
琱
生
簋
、
六
年
琱
生
簋
、
五
年
琱
生
尊
の
三
器
の
こ
と
で

あ
る
。
三
器
の
う
ち
五
年
琱
生
簋
、
六
年
琱
生
簋
は
傳
世
の
器
で
あ
り
、
兩
器
の

銘

に
つ
い
て
は
す
で
に
百
年
以
上
前
に
孫
詒
讓
①
の
釋
讀
が
あ
る
。
次
い
で
郭

沫
若
②
、
楊
樹
逹
③
、
陳
夢
家
④
、
白
川
靜
⑤
で
も
釋
讀
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

初
期
の
硏
究
者
た
ち
は
、
編
鐘
以
外
に
は
銘

を
複
數
器
に
分
け
て
書
い
た
も
の

が
な
い
と
云
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
、五
年
琱
生
簋
は「
隹
五
年
正
月
己
丑
」

か
ら
始
ま
り
「
琱
生
則
堇
圭
」
を
末
尾
と
す
る
獨
立
し
た
銘

、
六
年
琱
生
簋
は

「
隹
六
年
四
月
甲
子
」
か
ら
始
ま
り
「
其
萬
年
、
子
子
孫
孫
永
寶
、
用
亯
于
宗
」

を
末
尾
と
す
る
獨
立
し
た
銘

と
し
て
扱
い
、
そ
の
觀
點
か
ら
釋
讀
し
た
。
そ
の

た
め
に
十
分
な
釋
讀
が
で
き
ず
、
銘

中
の
人
物
關
係
も
把
握
で
き
ず
、
通
讀
も

う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。
た
め
に
、
こ
の
兩
器
銘

は
西
周
金

中
有
數
の
難
讀

銘

と
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
を
一
變
さ
せ
た
の
が
林

⑥
で
、
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
器
影
が

見
つ
か
り
、
大
き
さ
、
器
形
、
紋
樣
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
論
據
に
、
兩
器
の
銘

は
五
年
琱
生
簋
の
「
隹
五
年
正
月
己
丑
」
か
ら
始
ま
り
六
年
琱
生
簋
の
「
其
萬

年
、
子
子
孫
孫
永
寶
、
用
亯
于
宗
」
を
末
尾
と
す
る
通
常
の
形
式
の
銘

で
、
二

器
に
分
書
し
て
い
る
が
、
內
容
は
連
續
し
て
い
る
と
云
う
畫
期
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
論

で
は
、
兩
器
銘

は
「
僕
庸
土
田
」
の
分

を
め
ぐ
る
問
題
を
一

貫
し
て
記
し
て
い
て
、
五
年
琱
生
簋
は
そ
の
發
端
と
途
中
經
過
の
一
部
、
六
年
琱

生
簋
は
經
過
の
續
き
と
終
結
の
部
分
で
あ
り
、
銘

中
の
三
對
二
或
い
は
二
對
一

の
比
率
は
そ
の
分

比
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
論

は
こ
れ
ま
で
の
蒙
を
啓
く
も

の
で
あ
っ
た
の
で
、私
は
こ
れ
に
影

を
受
け
、木
村
⑨
に
お
い
て
釋
讀
を
試
み
、

兩
器
銘

は
裁
判
と
關
係
が
あ
り
、
三
對
二
或
い
は
二
對
一
の
比
率
は
裁
判
費
用

の
負
擔

合
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
今
日
に
な
っ
て
み
る
と
、
こ
の
裁
判

費
用
の
負
擔

合
と
す
る
私
見
は
誤
り
で
あ
り
、「
僕
庸
土
田
」
の
分

比
率
說

が
正
し
い
わ
け
だ
が
、
林

⑥
に
は
兩
器
銘

が
裁
判
と
關
連
が
あ
る
こ
と
の
指

摘
が
拔
け
落
ち
て
い
る
。
こ
の
點
で
は
銘

は
未
だ
に
正
確
に
釋
讀
さ
れ
て
は
い

な
い
。

こ
の
狀
況
に
一
石
を
投
ず
る
五
年
琱
生
尊
が
、
近
年
、
陝
西
省
扶
風
縣
五
郡
西

村
の
靑
銅
器
窖
藏
か
ら
發
掘
さ
れ
た
。
發
見
當
初
か
ら
五
年
琱
生
尊
は
五
年
琱
生

簋
、
六
年
琱
生
簋
と
同
一
事
件
を
記
述
し
た
一
連
の
銘

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
、
內
容
の
重
要
さ
か
ら
多
く
の
論

が
發
表
さ
れ
た
。
し
か
し
、
銘

中
の
人

琱
生
三
器
釋
讀

木

村

秀

海
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物
關
係
や
內
容
の
把
握
は
一
定
せ
ず
、
參
考

獻
に
擧
げ
て
い
る
よ
う
に
各
人
各

樣
の
解
釋
が
亂
立
し
て
い
る
の
が
現
狀
で
あ
る
。
亂
立
の
原
因
は
二
つ
あ
る
と
思

う
。
ま
ず
第
一
は
銘

中
の
會
話
の
話
法
の
問
題
で
あ
る
。
殷
代
の
銘

は
短

で
あ
る
が
、
西
周
時
代
に
な
る
と
長

の
銘

が
現
れ
て
く
る
。
現
代
で
は

章

を
書
く
場
合
、
會
話
の
部
分
は
直
接
話
法
か
閒
接
話
法
に
整
理
し
て
書
く
の
が
普

通
で
あ
る
が
、
長

が
定
著
し
つ
つ
あ
っ
た
西
周
時
代
に
は
話
法
の
整
理
が
行
わ

れ
ず
、
直
接
話
法
と
閒
接
話
法
が
混
在
す
る
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
會
話

が
比

的
多
く
出
て
く
る
西
周
時
代
の
裁
判
關
係
の
銘

に
多
く
見
ら
れ
る
傾
向

で
、
當
時
は
ま
だ

章
の
修
辭
が
未
發
逹
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
從

來
の
釋
讀
で
は
こ
の
點
を
見
逃
し
て
い
る
た
め
に
、
人
物
關
係
に
混
亂
が
生
じ
て

い
る
。
第
二
は
五
年
琱
生
簋
や
六
年
琱
生
簋
の
「
뷵
」、
五
年
琱
生
尊
の
「
束
」

と
い
う
字
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
字
は
林

⑥
で
初
め
て
「
뷭
」「
朿
」
と

隸
定
さ
れ
、
以
後
、
そ
の
隸
定
が
多
く
の
釋
讀
で
は
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

六
年
琱
生
簋
の
「
獄
뷵
」
と
い
う
語
か
ら
見
て
、
こ
れ
ら
の
字
は
獄
訟
と
關
係
が

あ
る
字
で
あ
る
こ
と
は
閒
違
い
な
く
、「
諫
」「
柬
」
字
の
異
構
の
一
つ
と
す
る
べ

き
字
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
隸
定
の
誤
り
に
よ
っ
て
三
器
の
獄
訟
が
債
務
を
記
し

た
部
分
と
誤
釋
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
釋
讀
に
も
少
か
ら
ぬ
影

を

及
ぼ
し
て
い
る
。

三
器
の
銘

に
は
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
點
だ
け
で
は
な
く
、
人
物
關
係
、
作
器

の
事
情
な
ど
多
く
の
問
題
が
殘
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
三
器
の
銘

の
全
篇
を

釋
讀
し
直
す
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
銘

ま
ず
、
三
器
の
銘

を
五
年
琱
生
尊
、
五
年
琱
生
簋
、
六
年
琱
生
簋
の
順
で
あ

げ
て
お
く
。
三
器
冒
頭
の
紀
年
は
五
年
琱
生
尊
の
場
合
は「
隹
五
年
九
月
初
吉
」、

五
年
琱
生
簋
は
「
隹
五
年
正
月
己
丑
」、
六
年
琱
生
簋
は
「
隹
六
年
四
月
甲
子
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
紀
年
に
從
え
ば
五
年
琱
生
簋
、
五
年
琱
生
尊
、
六
年
琱
生

簋
の
順
に
な
る
の
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
五
年
に
五
年
琱
生
尊
が
作
ら
れ
、

六
年
に
五
年
琱
生
簋
と
六
年
琱
生
簋
が
一
組
で
作
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の

で
、
作
製
年
代
順
に
竝
べ
る
こ
と
に
す
る
。

・
五
年
琱
生
尊
（『

物
』
二
〇
〇
七
年
第
八
期
一
九
頁
圖
三
一
、二
〇
頁
圖
三
二
）

隹
（
唯
）
五
年
九
月
初
吉
。
멽
（
召
）
姜

（
貽
）
琱
生
（
甥
）

（
幣
）

五
좻
（
尋
）・
壺
兩
。
君
氏
命
曰
「
余
老
止
（
矣
）。
我
僕
（
附
）
귗
（

）

녧
（
徒
）
田
多
柬
（
諍
）。
弋
（
式
）
許
、
勿
吏
（
使
）
散
亡
。
余
宕
（
取
）

其
參
、
宕
（
取
）
其
貳
」。
其
뙚
（
兄
）
公
、
其
弟
乃
余
。
뿷
（
惠
）
大
章

（
璋
）、
報
닏
（
婦
）
氏
帛
束
・
璜
（
衡
）
一
。
有
랡
眔
（
皆
）
좍
（
賜
）
兩

됔
（
璧
）。
琱
生
（
甥
）
對
揚
朕
宗
君
休
、
用
乍
（
作
）
멽
（
召
）
公
깻
놵

（
彝
）。
用
롰
（
祈
）

（
通
）
（
祿
）、
得
屯
（
純
）、
霝
（
靈
）
冬
（
終
）、

子
孫
永
寶
用
止
（
之
）
亯
（
享
）。
其
又
（
有
）
敢
좐
（
亂
）、
茲
命
曰
「
女

（
汝
）
事
멽
（
召
）
人
、
公
則
明
亟
（

）」。
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図１　五年琱生尊

五
年
琱
生
簋
（
集
成
四
二
九
二
）

隹
（
唯
）
五
年
正
月
己
丑
。
琱
生
（
甥
）
又
（
有
）
事
。
멽
（
召
）
來
合

事
。
余
獻
。
닏
（
婦
）
氏

（
貽
）
壺
、
吿
曰
「

（
以
）
君
氏
令
（
命
）」、

曰
「
余
老
止
（
矣
）。
公
僕
（
附
）
귗
（

）
土
（
徒
）
田
多
諫
（
諍
）。
弋

（
式
）
白
（
伯
）
氏
從
許
、
公
宕
（
取
）
其
參
、
女
（
汝
）
則
宕
（
取
）
其
貳
。

公
宕
（
取
）
其
貳
、
女
（
汝
）
則
宕
（
取
）
其
一
」。
余
끅
（
惠
）
于
君
氏

大
章
（
璋
）、
報
닏
（
婦
）
氏
帛
束
・
璜
（
衡
）。
멽
（
召
）
白
（
伯
）
虎
曰

「
余
旣
냭
（
訊
）、
겆
（
厭
）
朕
考
我
母
令
（
命
）。
余
弗
敢
랑
（
亂
）。
余
或

（
又
）
至
（
致
）
我
考
我
母
令
（
命
）」。
琱
生
（
甥
）
則
堇
（
覲
）
圭
。

図２　五年琱生簋

・
六
年
琱
生
簋
（
集
成
四
二
九
三
）

隹
（
唯
）
六
年
四
月
甲
子
、
王
才
（
在
）
꿗
。
멽
（
召
）
白
（
伯
）
虎
吿
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四
八

曰
「
余
吿
慶
」。
曰
「
公
氒
（
厥
）
稟
貝
用
獄
諫
（
諍
）、
爲
白
（
伯
）。
又
（
有
）

（
底
）
又
（
有
）
成
。
亦
我
考
幽
白
（
伯
）
幽
姜
令
（
命
）、
余
吿
慶
。

余

（
以
）
邑
냭
（
訊
）
有
랡
（
司
）、『
余
典
、
勿
敢
封
』。
今
旣
냭
（
訊
）。

有
랡
（
司
）
曰
『
겆
（
服
）
令
（
命
）。
今
余
旣
一
名
（
銘
）
典
、
獻
』、
白
（
伯
）

氏
則
報
됔
（
璧
）」。
琱
生
（
甥
）
奉
揚
朕
宗
君
其
休
、
用
乍
（
作
）
朕
剌
（
烈
）

且
（
祖
）
멽
（
召
）
公
嘗
렉
。
其
萬
年
、
子
子
孫
孫
永
寶
、
用
亯
（
享
）
于
宗
。

図３　六年琱生簋

三
、
話
法
の
混
在

銘

中
の
會
話
に
は
話
法
の
混
在
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
指
摘
し
て
置
き

た
い
。

五
年
琱
生
尊
の
冒
頭
部
分
の
婦
氏
が
君
氏
の
言
葉
を
傳
言
し
た
箇
所
は
全
て
直

接
話
法
で
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（
傍
線
部
分
は
直
接
話
法
、
波
線
部
分
は

閒
接
話
法
）。

・
五
年
琱
生
尊

「
余
老
止
（
已
＝
矣
）。
我
僕
（
附
）
귗
（

）
녧
（
徒
）
田
多
諫
（
諍
）。

弋
（
式
＝
以
）
許
。

勿
吏
（
使
）
散
亡
。
余
宕
（
取
）
其
參
、
宕
（
取
）

其
貳
」

と
こ
ろ
が
、
同
じ
こ
と
を
五
年
琱
生
簋
で
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

・
五
年
琱
生
簋

「
余
老
止
（
已
＝
矣
）。
公
僕
（
附
）
귗
（

）
土
田
多
諫
（
諍
）。
弋
（
式

＝
以
）
白
（
伯
）
氏
從
許
、
公
宕
（
取
）
其
參
、
女
（
汝
）
則
宕
（
取
）
其

貳
、
公
宕
（
取
）
其
貳
、
女
（
汝
）
則
宕
（
取
）
其
一
」

五
年
琱
生
簋
で
は
「
余
」
だ
け
が
直
接
話
法
で
、
他
は
閒
接
話
法
に
な
っ
て
い

る
。
直
接
話
法
な
ら
、君
氏
が
婦
氏
に
傳
言
し
た
會
話
の
「
公
」
は
「
余
」
か
「
我
」

で
あ
り
、
君
氏
の
子
で
あ
る
召
伯
虎
に
も
尊
稱
は
用
い
ら
れ
ず
に
「
虎
」
と
な
っ
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て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
作
器
時
に
琱
生
が
自
己
の
宗
君
と
次
代
の
宗
君
で
あ
る
召

伯
虎
に
敬
意
を
込
め
て
「
余
」「
我
」「
虎
」
を
尊
稱
に
換
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

西
周
時
代
の
裁
判
關
係
金

は
、
他
に
比
べ
比

的
に
會
話
が
多
い
が
、
そ
の
中

で
も
直
接
話
法
や
閒
接
話
法
が
整
理
さ
れ
ず
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ

れ
は

章
を
書
く
こ
と
が
未
熟
で
あ
る
こ
と
や
、
無
理
に
敬
稱
を
使
用
し
よ
う
と

す
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
五
年
琱
生
簋
を
直
接
話
法

で
傳
逹
し
た
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
余
老
止
（
已
＝
矣
）。
我
僕
（
附
）
귗
（

）
土
田
多
諫
（
諍
）。
弋
（
式

＝
以
）
虎
從
許
、
余
宕
（
取
）
其
參
、
琱
生
則
宕
（
取
）
其
貳
、
余
宕
（
取
）

其
貳
、
琱
生
則
宕
（
取
）
其
一
」

同
じ
こ
と
が
六
年
琱
生
簋
に
も
見
ら
れ
る
。

・
六
年
琱
生
簋
（
直
接
話
法
と
閒
接
話
法
の
混
在
）

「
公
氒
（
厥
）
稟
貝
用
獄
諫
（
諍
）、
爲
白
（
伯
）。
又
（
有
）
祇
又
（
有
）

成
。
亦
我
考
幽
白
（
伯
）
幽
姜
令
（
命
）、余
吿
慶
。
余

（
以
）
邑
냭
（
訊
）

有
랡
（
司
）、『
余
典
勿
敢
封
』、今
旣
냭
（
訊
）、有
랡
（
司
）
曰
『
겆
令
（
命
）、

今
余
旣
一
名
典
、
獻
』、
伯
氏
則
報
璧
」。

こ
れ
も
直
接
話
法
に
整
理
し
直
す
と
次
の
よ
う
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
公
氒
（
厥
）
稟
貝
用
獄
諫
（
諍
）、
爲
余
。
又
（
有
）
底
又
（
有
）
成
。

亦
我
考
幽
白
（
伯
）
幽
姜
（
命
）、
余
吿
慶
、
余

（
以
）
邑
냭
（
訊
）
有

랡
（
司
）、『
余
典
勿
敢
封
』、今
旣
냭
（
訊
）、有
랡
（
司
）
曰
『
겆
令
（
命
）、

今
余
旣
一
名
典
、
獻
』、
余
則
報
璧
」。

四
、
人
物
關
係

三
器
の
銘

中
に
は
멽
姜
、
琱
生
、
婦
氏
、
伯
氏
、
公
、
宗
君
、
멽
公
、
멽
伯

虎
、
伯
、
幽
伯
、
幽
姜
と
云
う
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。
從
前
の
解
釋
で
は
止
公

と
云
う
人
物
も
登
場
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
五
年
琱
生
尊
の
發
見
で

そ
れ
は
消
え
た
。
こ
れ
ら
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

六
年
琱
生
簋
末
尾
の
멽
公
は
琱
生
か
ら
見
て
「
朕
剌
（
烈
）
且
（
祖
）」
と
呼

ば
れ
て
い
る
の
で
、
初
代
の
멽
公
で
あ
っ
た
멽
公
奭
を
指
し
て
い
る
の
は
閒
違
い

な
い
。
五
年
琱
生
尊
で
琱
生
に
壺
な
ど
を
贈
っ
た
멽
姜
は
五
年
琱
生
簋
で
は
婦
氏

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
婦
氏
は
멽
姜
で
あ
る
。
六
年
琱
生
簋
の
宗
君
は
五
年
琱
生

簋
・
五
年
琱
生
簋
で
は
君
氏
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
當
時
は
宗
族
の
長
を
宗
君
、
そ

の
妻
を
宗
婦
と
稱
し
た
。
君
氏
・
婦
氏
は
そ
れ
ら
の
尊
稱
で
あ
る
。
當
初
生
き
て

い
た
君
氏
・
婦
氏
は
六
年
琱
生
簋
の
作
製
時
に
は
旣
に
物
故
し
て
멽
伯
虎
に
「
我

考
幽
伯
幽
姜
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
멽
姜
・
幽
姜
・
婦
氏
は
同
一
人
物

で
あ
り
、
宗
君
・
幽
伯
・
君
氏
も
同
一
人
物
で
あ
る
。
二
人
は
멽
伯
虎
の
實
父
母

で
あ
る
。
五
年
琱
生
簋
の
婦
氏
の
傳
言
中
の
「
公
」
は
五
年
琱
生
尊
で
は
「
我
」

「
余
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
君
氏
へ
の
敬
稱
で
、
從
來
の
解
釋
の
よ
う
な
別

の
人
物
で
は
な
い
。
六
年
琱
生
簋
の
「
伯
」
は
琱
生
か
ら
見
て
の
呼
稱
で
멽
伯
虎

を
指
し
、
こ
れ
も
ま
た
別
に
伯
と
云
う
登
場
人
物
が
で
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。

琱
生
は
六
年
琱
生
簋
で
自
己
を
「
事
멽
人
（
멽
に
事
ふ
る
人
）」
と
表
現
し
て



琱
生
三
器
釋
讀

五
〇

い
る
の
で
、
멽
某
と
云
う
正
式
な
名
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
琱
は
も
と
も
と

・

皇
父
鼎
（
集
成
二
七
四
五
）

皇
父
乍
（
作
）
琱
뒞
（
妘
）
盤

깻
器
、鼎
렉
具
、自
豕
鼎
降
十
又
렉
八
、

兩
罍
・
兩
壺
、
琱
뒞
（
妘
）
其
萬
年
、
子
子
孫
孫
永
寶
用

に
あ
る
よ
う
に
뒞
（
妘
）
姓
の
氏
の
名
で
あ
る
。
張
亞
初
⑧
の
「
西
周
銘

所
見

某
生
考
」
に
よ
れ
ば
、母
が
琱
氏
（
뒞
姓
）
の
出
自
で
あ
れ
ば
、子
は
「
琱
生
（
甥
）」

の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
と
云
う
。

宗
君
（
幽
伯
）
と
琱
生
の
關
係
は
五
年
琱
生
尊
に
「
其
兄
公
、
其
弟
乃
余
」
と

あ
っ
て
兄
弟
の
關
係
に
あ
る
が
、
五
年
琱
生
尊
關
係
の
論

の
多
く
は
同
父
の
兄

弟
で
は
な
く
、
族
兄
弟
で
あ
っ
た
と
解
し
て
い
る
。
琱
生
に
は

・
琱
生
作
宮
仲
鬲
（
集
成
七
四
四
）

琱
生
（
甥
）
乍
（
作
）

考
늗
（
宮
）
中
（
仲
）
깻
뾉
、
琱
生
（
甥
）
其
萬

年
、
子
子
孫
孫
永
寶
用
亯
（
享
）

と
云
う
銘

が
あ
っ
て
、「
宮
仲
」
が
父
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
系
譜
中
の
ど
の
段
階
で
멽
氏
の
直
系
か
ら
分
か
れ
た
か
は
正
確
に
は
わ
か
ら

な
い
が
、
そ
う
遠
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
ま
と
め
て
圖
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

幽
姜
（
멽
姜
、
婦
氏
）

┬
│
│
│
│
│
│
멽
伯
虎
（
伯
氏
、
伯
）

멽
公
奭
…
…
…
○
│
┤
│
○
│
│
│
幽
伯
（
公
、
宗
君
、
君
氏
）

─┌
│
宮
仲
│
│
琱
生

五
、
釋
讀

Ⅰ

五
年
琱
生
尊

隹
（
唯
）
五
年
九
月
初
吉

五
年
琱
生
簋
に
「
隹
（
唯
）
五
年
正
月
己
丑
」、
六
年
琱
生
簋
に
「
隹
（
唯
）

六
年
四
月
甲
子
」と
あ
り
、五
年
琱
生
簋
の
紀
年
は
五
年
琱
生
尊
よ
り
も
早
い
が
、

五
年
琱
生
簋
と
六
年
琱
生
簋
は
六
年
に
同
時
に
作
ら
れ
た
の
で
、
兩
器
は
五
年
琱

生
尊
よ
り
後
の
作
製
で
あ
る
。
林

33
は
こ
の
閒
の
事
情
を

其
實
五
年
簋
銘
從
五
年
正
月
「
琱
生
有
事
、
召
來
合
事
」
說
起
、
是
追
述

訟
事
發
生
的
時
閒
。
尊
銘
明
確
記
載
是
在
五
年
九
月
婦
氏
轉
逹
了
君
氏
對
訟

事
解
決
方
案
的
意
見
、
因
爲
解
決
訟
事
起
關
鍵
作
用
、
所
以
特
鑄
這
一
對
尊

以
志
紀
念
。
尊
銘
的
前
半
和
五
年
簋
銘
所
記
的
乃
是
同
一
件
事
、
只
是
詳
略

各
有
不
同
而
已
。

と
說
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
婦
氏
が
君
氏
の
命
を
傳
逹
し
て
分
室
の
提
案
が
な

さ
れ
た
の
は
五
年
琱
生
簋
に
記
す
「
五
年
正
月
己
丑
」
で
あ
っ
た
と
思
う
。
訟
事

の
件
は
分
室
す
る
場
合
に
そ
れ
に
附
隨
し
て
處
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
案

で
、
そ
の
場
で
處
理
が
멽
伯
虎
に
ま
か
さ
れ
た
。
五
年
琱
生
尊
は
發
端
の
部
分
だ

け
を
書
い
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
分
室
の
件
の
發
端
か
ら
終
結
ま
で
の
全
て
が

書
か
れ
て
い
る
。
分
室
の
件
は
五
年
正
月
己
丑
に
始
ま
り
、
五
年
九
月
初
吉
に
は

決
著
が
つ
い
た
。
そ
の
途
中
經
過
も
極
め
て
簡
潔
だ
が
、
銘

中
に
書
か
れ
て
い

る
。
こ
の
五
年
琱
生
尊
銘

全
體
の
捉
え
方
が
私
見
と
林

33
と
の
大
き
く
異
な
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第
一
號

五
一

る
點
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
年
琱
生
簋
と
六
年
琱
生
簋
は
六
年
に
決
著
が
つ

い
た
か
ら
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
決
著
は
五
年
琱
生
尊
が
作
ら
れ
た
時
點
で
つ
い

て
い
て
、
五
年
琱
生
簋
と
六
年
琱
生
簋
は
君
氏
と
婦
氏
が
と
も
に
鬼
籍
に
入
っ
た

の
で
、
琱
生
の
た
め
に
分
室
を
し
て
く
れ
た
兩
人
の
恩
德
を
想
い
、
そ
れ
を
紀
念

し
て
作
っ
た
の
だ
と
思
う
。

멽
（
召
）
姜

（
貽
）
琱
生

（
幣
）
五
좻
（
尋
）・
壺
兩
。

銘

中
の
「

」
は
、
林

33
に

卽

獻
中
的
「
貽
」、
亦
作
「
詒
」、《
詩
・
靜
女
》「
貽
我
彤
管
」、《
釋

》

「
貽
、
遺
也
」

と
し
、「
貽
」
と
讀
む
。
こ
れ
は
五
年
琱
生
簋
の
「
닏
（
婦
）
氏

（
貽
）
壺
」

に
相
當
す
る
と
こ
ろ
で
、
멽
姜
（
婦
氏
）
か
ら
琱
生
へ
の
贈
與
を
記
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
對
し
、
後

で
は
五
年
琱
生
尊
で
は
「
報
닏
（
婦
）
氏
帛
束
・
璜

（
衡
）
一
」、
五
年
琱
生
簋
で
は
「
報
닏
（
婦
）
氏
帛
束
・
璜
（
衡
）」
と
琱
生
か

ら
婦
氏
へ
の
報
禮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「

」
に
つ
い
て
は
諸
說
あ
る
が
、
五
좻
（
尋
）
の
「
좻
」
に
巾
旁
が
附
い
て

い
る
の
で
布
類
で
あ
る
の
は
閒
違
い
な
い
。
初
見
の
字
で
あ
り
、
ど
う
讀
む
の
か

わ
か
ら
な
い
。
し
ば
ら
く
李
學
勤
⑮
に

「

」
字
从
「
滅
」
聲
、
明
母
月
部
、
當
讀
爲
竝
母
月
部
的
「
幣
」、
卽
行

禮
用
的
帛
。

と
あ
り
、
帛
と
解
し
て
い
る
の
に
從
う
。

「
좻
（
尋
）」
は
『
毛
詩
』
魯
頌
・

宮
に
「
是
尋
是
尺
」、毛
傳
に
「
八
尺
曰
尋
」

と
あ
る
八
尺
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
吳
鎭
烽
㉓
に
詳
し
い
論
證
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
省
く
。

「
壺
」
は
五
年
琱
生
簋
に
は
個
數
は
記
し
て
な
い
が
、こ
れ
に
は
個
數
を
記
す
。

멽
姜
が
琱
生
に
帛
五
尋
と
壺
二
を
贈
っ
た
、
と
云
う
意
味
で
あ
る
。

君
氏
命
曰「
余
老
止（
矣
）。
我
僕（
附
）
귗（

）
녧（
徒
）田
多
柬（
諍
）。

弋
（
式
）
許
、勿
吏
（
使
）
散
亡
。
余
宕
（
取
）
其
參
、宕
（
取
）
其
貳
」。

こ
こ
で
は
「
君
氏
命
曰
…
…
」
と
な
っ
て
い
て
、
君
氏
が
こ
の
場
に
い
る
よ
う

な
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、五
年
琱
生
簋
で
は
「

（
以
）
君
氏
令
（
命
）」
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
婦
氏
が
夫
の
君
氏
の
命
を
傳
逹
し
た
の
で
あ
る
。

「
余
老
止
」
の
止
は
「
矣
」
と
讀
む
。「
老
」
は
『
左
傳
』
宣
公
一
七
年
「
范
武

子
將
老
」
の
杜
預
注
に
「
老
、
致
仕
也
」
と
云
う
退
隱
の
意
で
あ
る
。
西
周
金

で
は
叔
봇
父

に
も
例
が
あ
る
。

・
叔
봇
父

（
集
成
五
四
二
八
、
五
四
二
九
）

弔
（
叔
）
봇
父
曰
、
余
考
（
老
）、
不
克
御
事
、
隹
（
唯
）
女
（
汝
）
倐
、

륭
（
其
）
敬

（

）
乃
身
、
毋
尙
（
常
）
爲
小
子
、
余
뙚
（
兄
）、
爲
女

（
汝
）
茲
小
鬱
彝
、
女
（
汝
）
륭
（
其
）
用
鄕
（

）
乃
辟
軝
侯
、
逆
造
出

內
（
入
）
事
（
使
）
人
、
烏

、
倐
、
敬

（
哉
）、
茲
小
彝
妹
吹
見
、
余

隹
（
唯
）
用
諆
（
其
）
봤
女
（
汝
）

こ
れ
に
あ
る
よ
う
に
年
老
い
て
事
を
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
が

退
隱
の
理
由
だ
ろ
う
。

分
室
は
宗
族
が
大
き
く
な
れ
ば
い
つ
か
は
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
度
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五
二

の
宗
君
の
退
隱
に
よ
る
멽
氏
の
代
替
わ
り
が

機
と
な
り
、
分
室
の
件
が
持
ち
上

が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

分
室
す
る
に
は
、
當
事
者
の
納
得
の
上
で
、
分
室
の
配
分
を
定
め
る
。
具
體
的

に
は
ど
の
田
土
が
誰
の
持
ち
分
に
な
り
、
ど
の
人
民
が
誰
の
持
ち
分
に
な
る
か
を

決
め
る
必
要
が
あ
る
。
西
周
中
期
以
後
は
田
土
と
人
民
の
交
換
・
賣
買
を
め
ぐ
る

紛
爭
が
頻
發
し
、
そ
れ
ら
を
記
し
た
金

が
出
土
す
る
。
こ
れ
は
貴
族
た
ち
が
讓

渡
や
賣
買
を
長
期
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
、
中
に
は

約
を
反
故
に
し
た
り
し

て
、
貴
族
の
所
有
す
る
土
地
や
人
民
の
所
有
關
係
が
錯
綜
し
て
い
た
。
멽
氏
も
例

外
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
、こ
の
「
我
僕
귗
녧
田
多
柬
（
諍
）」
は
そ
れ
を
物
語
っ

て
い
る
。

「
僕
귗
녧
田
」
の
僕
は
『
毛
詩
』
大
雅
・
旣
醉
「
景
命
有
僕
」
の
毛
傳
に
「
僕
、

附
也
」
と
あ
り
、「
附
」
と
訓
む
。
西
周
金

で
は
先
秦

獻
の
司
徒
を
랡
土
と

書
く
こ
と
が
多
い
が
、「
녧
」
を
使
っ
て
랡
녧
と
も
書
く
の
で
、「
녧
田
」
は
徒
と

田
を
表
す
の
で
あ
ろ
う
。
卽
ち
「
僕
（
附
）
귗
（

）
녧
（
徒
）
田
」
と
は
釆
邑

に
附
隨
し
て
い
る
人
民
と
田
と
云
う
意
味
で
あ
る
。

「
多
束
」
の
束
は
五
年
琱
生
簋
の
「
多
뷵
」
の
뷵
と
と
も
に
隸
定
に
問
題
の
あ

る
字
で
あ
る
。
林

⑥
で
は
五
年
琱
生
簋
の
「
뷵
」
を
「
뷭
」
と
隸
定
し
、
債
と

訓
ん
で
い
る
。
五
年
琱
生
尊
の
「
束
」
も
林

33
は
朿
と
隸
定
し
、
や
は
り
債
と

訓
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
六
年
琱
生
簋
の
「
獄
뷵
」
と
い
う
語
か
ら
こ
れ
ら
の
字

は
獄
訟
關
係
の
語
で
あ
る
こ
と
は
閒
違
い
な
い
。
私
は
こ
れ
ら
の
字
は
獄
訟
關
係

の
字
で
あ
る
「
諫
」「
柬
」
字
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
で
あ
る
と
思
う
。

西
周
金

中
に
は
뷭
字
の
用
例
は
全
く
な
い
が
、
諫
字
の
用
例
は
あ
る
の
で
、
以

下
に
そ
の
一
部
を
擧
げ
る
。

・
뵳
簋
（『
中
國
歷
史

物
』
二
〇
〇
六
年
第
三
期
、
封
面
）

隹
（
唯
）
廿
又
四
年
九
月
旣
望
庚
寅
、
王
在
周
、
各
（
格
）
大
室
、
卽
立

（
位
）、
랡
（
司
）
工
（
空
）
졚
入
、
右
（
佑
）
뵳
、
立
中
廷
、
北
鄕
（

）、

王
乎
（
呼
）
作
册
尹
乍
（
作
）
랭
（
申
）
令
（
命
）
뵳
曰
、
更
（
賡
）
乃
且
（
祖
）

服
、
乍
（
作
）
冢
랡
（
司
）
馬
、
女
（
汝
）
其
諫
（
諍
）
냭
（
訊
）
友

（
鄰
）、

取
徵
十

、
易
（
賜
）
女
（
汝
）
赤
市
（

）・
幽
黃
（
衡
）・
金
車
・
旂
、

女
（
汝
）
廼
苟
（
敬
）
륒
（
夙
）
夕
、
勿

（
廢
）
朕
令
（
命
）
女
（
汝
）

肇
亯
（
享
）、
뵳
낏
（
拜
）
뻪
（
稽
）
首
、
對
揚
天
子
休
、
用
乍
（
作
）
朕

且
（
祖
）
幽
白
（
伯
）
寶
렉
、
뵳
其
萬
年
、
孫
子
其
寶
用

・
大
盂
鼎
（
集
成
二
八
三
七
）

…
…
王
曰
、
盂
、
廼
멽
（
紹
）
夾
死
（
尸
）
랡
（
司
）
戎
、
敏
諫
罰
訟
、

夙
夕
멽
（
紹
）
我
一
人
끡
（
烝
）
四
方
、
雩
（
于
）
我
其

省
先
王
受
民
受

（
授
）
彊
（
疆
）
土
、
易
（
賜
）
女
（
汝
）
鬯
一

・
冖
（

）
衣
・
市
（

）・

舃
・
車
・
馬
、
易
（
賜
）
乃
且
（
祖
）
南
公
旂
、
用

（
狩
）、
…
…

い
ず
れ
も
、
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
獄
訟
關
係
の
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
。
諫
は
『
說

解
字
』
言
部
に
「
諫
、
證
也
、
从
言
、
柬
聲
」
と
あ
り
、『
說

解
字
』
言
部
に
は
「
證
、
吿
也
」
と
い
い
、『
集
韻
』
刪
部
に
は
「
諫
、
諍
也
」

と
あ
る
。
上
擧
し
た
뵳
簋
の
「
其
諫
（
諍
）
냭
（
訊
）
友

（
鄰
）、取
徵
十

」

は
部
下
の
訴
訟
を
裁
判
し
た
場
合
は
訴
訟
費
用
と
し
て
十

（
鋝
）
を
徵
收
せ
よ

と
い
う
意
味
、
大
盂
鼎
の
「
敏
（
審
）
諫
（
諍
）
罰
訟
」
は
諍
訟
を
審
罰
せ
よ
と

い
う
意
味
で
、
諫
が
獄
訟
關
係
の
字
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

「
弋
（
式
）
許
」
は
五
年
琱
生
簋
に
は
「
弋
（
式
）
白
（
伯
）
氏
從
許
」
と
な
っ

て
い
る
。「
弋
（
式
）」
は
『
毛
詩
』
小
雅
・
南
有
嘉
魚
「
嘉
賓
式
燕
以
樂
」
の
鄭
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五
三

玄
箋
に
「
式
、
用
也
」
あ
る
用
の
義
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
次
代
の
멽
氏
の
宗
君

で
あ
る
멽
伯
虎
が
分
室
に
同
意
し
た
の
で
、
と
云
う
意
味
に
解
せ
る
。

「
勿
吏
（
使
）
散
亡
」
の
散
亡
は
散
失
・
亡
失
の
義
で
、
錯
綜
し
て
い
る
所
有

關
係
を
適
切
に
處
理
し
な
い
と
、
本
來
は
멽
氏
の
も
の
で
あ
る
人
民
や
田
を
散
失

す
る
の
で
、
諍
訟
を
片
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

「
余
宕
其
參
、宕
其
貳
」の
宕
は『
說

解
字
』宀
部
に「
宕
、過
也
。
一
曰
洞
屋
。

从
宀
、

省
聲
」
と
云
う
。
朱
駿
聲
『
說

通
訓
定
聲
』
水
部
に
「
蕩
、
叚
借
又

爲
宕
」
と
あ
り
、
蕩
の
叚
借
字
で
あ
る
と
す
る
。

・
不
뒲
簋
蓋
（
集
成
四
三
二
八
、
四
三
二
九
）

不
뒲
、
뽨
（
馭
）
方
・
겦
（

）
允
（

）
廣
伐
西
兪
、
王
令
（
命
）
我

羞
追
于
西
、
余
來
歸
禽（
擒
）、
余
令（
命
）女（
汝
）御（
禦
）追
于
냱（
洛
）、

女
（
汝
）

（
以
）
我
車
宕
（
蕩
）
伐
겦
（

）
允
（

）
于
高
陶
、
…
…

・
四
十
二
年
逨
鼎
（
新
收
七
四
五
―
一
、
七
四
五
―
二
）

…
…
女
（
汝
）
夾
長
父

（
以
）
追
꽪
（
搏
）〔
伐
〕
戎
、
乃
卽
宕
（
蕩
）

伐
于
弓
谷
、
女
（
汝
）
執
냭
（
訊
）
隻
（
獲
）
馘
孚
（
俘
）
器
・
車
馬
、
女

（
汝
）
敏
于
戎
工
（
功
）、
…
…

こ
の
二
銘
に
見
え
る
宕
は
朱
駿
聲
の
云
う
よ
う
に
蕩
の
叚
借
字
で
あ
る
。
蕩
に

は
『
周
禮
』
地
官
・
掌
節
「
以
英
蕩
輔
之
」
の
鄭
玄
注
に
引
く
杜
子
春
「
蕩
、
當

爲
取
」
に
云
う
「
取
」
の
義
が
あ
る
。
よ
っ
て
「
余
宕
其
參
、
宕
其
貳
」
は
「
余

取
其
參
、（
女
）
取
其
貳
」
で
あ
り
、
君
氏
と
琱
生
の
分
室
の
分

比
率
が
三
對

二
（
３
：
２
）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
五
年
琱
生
簋
に
よ
れ
ば
、

當
初
は
三
對
二
と
二
對
一
（
２
：
１
）
の
二
種
の
分

比
率
が
提
案
さ
れ
て
い
る

が
、
結
局
は
三
對
二
で
決
著
が
つ
い
た
ら
し
く
、
五
年
琱
生
尊
に
は
こ
の
比
率
し

か
記
載
し
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
句
は
、
君
氏
が
命
じ
て
「
我
が
釆
邑
に
附
隨
す
る
人
民
と
田
に
は
諍

訟
が
多
い
。（
멽
伯
）
虎
が
分
室
を
承
諾
し
た
の
で
、（
諍
訟
を
速
や
か
に
處
理
し

て
、）
멽
氏
の
人
民
・
田
を
散
失
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
分
室
に
お
い
て
は
余
が

五
分
の
三
を
取
る
か
ら
、
琱
生
は
五
分
の
二
を
取
れ
」
と
云
っ
た
、
と
い
う
意
味

で
あ
る
。

其
뙚
（
兄
）
公
、
其
弟
乃
余
。

「
뙚
」
を
兄
の
叚
借
に
し
て
い
る
例
は
多
い
。
王
孫
遺
者
鐘
の
父
兄
は
そ
の
一

例
で
あ
る
。

・
王
孫
遺
者
鐘
（
集
成
二
六
一
）

…
…
用

（
樂
）
嘉
賓
・
父
뙚
（
兄
）、
及
我
倗
（
朋
）
友
、
…
…

「
其
の
兄
は
公
、
其
の
弟
は
乃
ち
余
」
と
云
う

言
は
、
あ
ま
り
に
も
簡
潔
に

ま
と
め
ら
れ
た
五
年
琱
生
尊
の
銘

に
は
わ
ざ
わ
ざ
書
き
入
れ
る
必
要
が
な
い
よ

う
に
見
え
る
。
強
い
て
「
余
宕
（
取
）
其
參
、
宕
（
取
）
其
貳
」
の
後
に
入
れ
て

あ
る
の
は
、
當
初
、
三
對
二
か
二
對
一
か
い
ず
れ
か
で
分

す
る
と
し
て
い
た
の

が
、
結
局
は
琱
生
に
有
利
に
三
對
二
に
分

し
て
く
れ
た
の
で
、
族
兄
弟
で
あ
る

が
故
に
こ
の
よ
う
に
自
分
に
配
慮
し
て
く
れ
た
と
云
う
感
謝
の
思
い
か
ら
、
必
要

な
他
の

言
を
排
し
て
ま
で
強
い
て
こ
こ
に
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
句
は
、
公
は
族
兄
で
あ
り
、
余
は
族
弟
で
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
配
慮

し
て
く
れ
た
、
と
云
う
意
味
で
あ
ろ
う
。



琱
生
三
器
釋
讀

五
四

뿷
（
惠
）
大
章
（
璋
）、
報
닏
（
婦
）
氏
帛
束
・
璜
（
衡
）
一
。

こ
の
句
は
五
年
琱
生
簋
で
は
「
余
끅
（
惠
）
于
君
氏
大
章
（
璋
）、報
닏
（
婦
）

氏
帛
束
・
璜
（
衡
）」
と
な
っ
て
い
る
。

「
뿷
」「
끅
」
は
い
ず
れ
も

聲
の
字
で
惠
の
叚
借
で
あ
る
。『
荀
子
』
大
略
「
賤

者
惠
之
」
の
楊
倞
注
に
「
惠
、亦
賜
也
」、『
周
禮
』
地
官
・
司
救
「
而
以
王
命
施
惠
」

の
孫
詒
讓
正
義
に
「
凡
以
財
物
與
人
、竝
謂
之
惠
」、『

選
』
吳
質
「
答
東
阿
王
書
」

「
奉
所
惠

」
の
呂
延
濟
注
に
「
惠

、
賜
也
」
と
あ
っ
て
、

、
惠

の
義
で

あ
る
。

聲
の
字
で
は

・
東
릨
尊
（
集
成
五
九
八
二
）

唯
東
릨
냜
（
惠
）
于
金
、
自
乍
（
作
）
寶
彝
、
其
萬
年
、
子
孫
永
寶
用
亯

（
享
）

に
見
え
る
냜
も
惠
の
叚
借
で
同
義
で
あ
る
。「
報
」は『
玉
篇
』幸
部
に「
報
、酬
也
」、

『
集
韻
』
豪
部
に
「
報
、
進
也
」
と
あ
り
、
返
禮
と
し
て
進
上
す
る
と
い
う
義
で

あ
る
。

こ
の
句
は
、
琱
生
が
分
室
の
命
を
出
し
た
君
氏
に
大
璋
を

り
、
そ
れ
を
傳
逹

し
た
婦
氏
に
返
禮
と
し
て
帛
束
・
璜（
衡
）一
を
進
上
し
た
、と
い
う
意
味
に
な
る
。

有
랡
眔
（
皆
）
좍
（
賜
）
兩
됔
（
璧
）。

「
眔
」
は
『
說

解
字
』
目
部
に
「
眔
、目
相
及
也
。
从
目
、从
隶
省
」
と
あ
り
、

隶
・
逮
と
通
假
し
て
い
た
。『
爾
雅
』
釋
詁
下
に
「
逮
、
與
也
」
と
あ
り
、『
左
傳
』

哀
公
六
年
「
君
與
不
信
群
臣
乎
」
の
杜
預
注
に
「
與
、
皆
也
」
と
あ
る
の
で
、
こ

の
眔
は
「
與
」「
皆
」
の
義
で
あ
ろ
う
。「
좍
」
に
つ
い
て
は
李
學
勤
⑲
に
郭
沫
若

の
易
溢
同
字
說
を
引
い
て

「
좍
」
卽
「
賜
」、
與
德
簋
作
「
益
」
相
似
。

と
云
う
。
こ
の
部
分
は
受
動
態
で
、
有
랡
た
ち
が
各
人
と
も
兩
璧
を
賜
っ
た
と
い

う
意
味
で
あ
る
。

六
年
琱
生
簋
に
は
同
じ
こ
と
を
「
白
（
伯
）
氏
則
報
됔
（
璧
）」
と
記
し
て
あ
る
。

こ
の
分
室
の
件
は
六
年
琱
生
簋
で
は
有
랡
に
よ
る
實
地
脿
査
の
後
に
有
랡
に
璧
を

贈
っ
た
と
こ
ろ
で
終
結
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
五
年
琱
生
尊
に
も
同
じ
終
結

部
分
が
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
釋
讀
に
あ
る
よ
う
に
五
年

琱
生
尊
に
は
發
端
の
部
分
だ
け
が
書
か
れ
て
い
た
と
す
る
の
で
は
な
く
、
大
幅
な

省
略
が
あ
る
が
、
分
室
の
件
の
全
篇
が
書
か
れ
て
い
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
五
年
琱
生
尊
が
作
ら
れ
た
時
點
で
は
旣
に
分
室
の
件
は
終
結
し
て

い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
五
年
琱
生
簋
と
六
年
琱
生
簋
は

發
端
、
經
過
、
終
結
が
い
ず
れ
も
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
五
年
琱
生
尊
は
發

端
は
や
や
詳
し
く
、
經
過
は
省
略
し
、
終
結
は
簡
潔
に
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

琱
生
對
揚
朕
宗
君
休
、用
乍
（
作
）
멽
（
召
）
公
깻
놵
（
彝
）。
用
롰
（
祈
）

（
通
）
（
祿
）、得
屯
（
純
）、霝
（
靈
）
冬
（
終
）、子
孫
永
寶
用
止
（
之
）

亯
（
享
）。

「
멽
公
」
は
六
年
琱
生
簋
の
「
烈
祖
멽
公
」
と
同
じ
く
멽
公
奭
を
指
す
。
멽
氏

の
宗
族
の
基
と
な
っ
た
멽
公
奭
を
顯
彰
し
た
の
で
あ
る
。

「
놵
」
に
つ
い
て
王
進
鋒
㉛
は
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五
五

按
、
놵
从
行
从
뮇
从
皿
、
其
中
行
、
皿
表
形
旁
、
뮇
表
聲
旁
。
뮇
古
音
在

支
部
、
與
職
部
的
「
彝
」
音
很
近
、
就
應
當
讀
爲
「
彝
」。
彝
、
器
也
、『
爾

雅
』
釋
器
「
彝
、
器
也
」、『
說

』「
彝
、
宗
廟
常
器
也
」。

と
述
べ
、
彝
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
尊
は
別
段
特
殊
な
器
形
で
も
な

い
の
で
、
こ
の
王
進
鋒
說
は
正
し
い
と
思
う
。「

」
字
を
李
學
勤
⑲
は
こ
の
よ

う
に
隸
定
し
た
う
え
で
、
上
下
の
止
に
挾
ま
れ
た
部
分
を
「
同
」
字
と
み
な
し
、

「

」
字
「
同
」
省
聲
、
讀
爲
「
通
」

と
し
て
い
る
。「

」
の
部
分
は
金

で
は
一
般
に
福
祿
・
通
祿
と
な
っ
て
い

る
の
で
、
こ
の
字
釋
も
正
し
い
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
句
は
琱
生
が
宗
君
に
よ
る
分
室
に
感
謝
し
、
そ
れ
を
紀
念
す
る
た
め

に
始
祖
멽
公
奭
の
彝
器
を
作
っ
た
こ
と
、
そ
の
彝
器
を
も
っ
て
멽
公
を
祭
祀
し
、

そ
の
靈
力
で
通
祿
（
福
祿
）・
得
純
（
天
佑
）・
靈
終
（
長
壽
）
に
惠
ま
れ
ま
す
よ

う
に
と
祈
る
こ
と
、
末
代
の
子
孫
ま
で
こ
の
彝
器
を
用
い
て
멽
公
を
祭
祀
す
る
よ

う
に
と
云
う
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
、
金

末
尾
の
常
套
句
で
あ
る
。

其
又
（
有
）
敢
좐
（
亂
）、
茲
命
曰
「
女
（
汝
）
事
멽
（
召
）
人
、
公
則

明
亟
（

）」。

こ
の
部
分
の
「
茲
命
曰
」
以
下
は
諸
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
左
傳
』
僖
公

二
十
八
年
の
「
有
渝
此
盟
、
明
神

之
」
や
『
侯
馬
盟
書
』
の
盟
書
の
末
尾
の

に
類
似
し
て
い
る
。

「
좐
」
は
亂
の
叚
借
で
あ
る
。

琱
生
は
멽
氏
の
直
系
か
ら
分
室
し
て
い
る
が
、『
左
傳
』
桓
公
二
年
の

故
天
子
建
國
（
杜
注
：
立
諸
侯
也
）、
諸
侯
立
家
（
杜
注
：
卿
大
夫
稱
家
）、

卿
置
側
室
（
杜
注
：
側
室
衆
子
也
、
得
立
此
一
官
）、
大
夫
有
貳
宗
（
杜
注
：

適
子
爲
小
宗
、
次
者
爲
貳
宗
、
以
相
輔
貳
）、
士
有
隸
子
弟
（
杜
注
：
士
卑
、

自
以
其
子
弟
爲
僕
隸
）、
庶
人
工
商
各
有
分
親
、
皆
有
等
衰
（
杜
注
：
庶
人

無
復
尊
卑
以
親

爲
分
别
也
）、
是
以
民
服
事
其
上
、
而
下
無
覬
覦
。

や
『
左
傳
』
襄
公
十
四
年
の

何
爲
天
生
民
、
而
立
之
君
、
使
司
牧
之
、
勿
使
失
性
、
有
君
而
爲
之
貳
、

使
師
保
之
、
勿
使
過
度
、
是
故
天
子
有
公
、
諸
侯
有
卿
、
卿
置
側
室
、
大
夫

有
貳
宗
、
士
有
朋
友
、
庶
人
工
商

隸
牧
圉
皆
有
親

、
以
相
輔
佐
也
。

よ
れ
ば
、
멽
氏
の
よ
う
な
卿
・
大
夫
の
家
か
ら
分
室
し
た
場
合
、
側
室
・
貳
宗
と

呼
ば
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。
完
全
に
獨
立
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
族
中
に
と
ど
ま

り
、
宗
君
を
輔
貳
し
た
。「
事
멽
人
」
と
は
そ
の
言
い
で
あ
る
。

「
明
亟
」
の
明
は
「
昭
」
の
義
、亟
は
成
公
十
二
年
の
「
明
神

之
」
の
「

」

の
叚
借
、
杜
預
注
に
云
う
「

、
誅
也
」
の
「
誅
」
の
義
で
あ
ろ
う
。

宗
君
の
命
で
三
對
二
の
比
率
で
分
室
し
た
。
こ
の
分
室
の
盟
約
を
亂
す
こ
と
が

あ
れ
ば
、
余
を
「
琱
生
は
멽
氏
に
事
え
る
人
で
あ
る
（
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
멽
氏

の
盟
約
に
背
い
た
）
の
で
、멽
公
の
神
靈
よ
、琱
生
を
誅
殺
せ
よ
」
と
呪
詛
せ
よ
、

と
云
う
意
味
で
あ
る
。

Ⅱ

五
年
琱
生
簋

隹
（
唯
）
五
年
正
月
己
丑
。
琱
生
（
甥
）
又
（
有
）
事
。
멽
（
召
）
來
合
事
。

余
獻
。
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「
隹
（
唯
）
五
年
正
月
己
丑
」
は
分
室
の
件
が
持
ち
上
が
っ
た
日
付
で
あ
る
。

「
有
事
」
に
つ
い
て
白
川
靜
⑤
は
琱
生
の
所
で
祭
事
が
有
っ
た
と
す
る
が
、
林

33
は

「
有
事
」
就
是
有
訟
事

と
し
て
い
る
。「
有
事
」
に
續
い
て
「
멽
來
合
事
」
と
あ
り
、合
事
が
「
事
を
合
議
」

す
る
の
意
に
解
せ
る
の
で
、
祭
事
・
訟
事
が
有
っ
た
と
云
う
よ
り
は
、
琱
生
に
は

も
と
も
と
分
室
し
た
い
と
云
う
願
望
が
あ
り
、
そ
れ
が
琱
生
と
멽
氏
の
宗
君
の
閒

で
の
交
涉
事
に
な
っ
て
い
た
の
を「
有
事
」と
表
現
し
て
い
る
と
思
う
。
し
た
が
っ

て
、
も
と
よ
り
分
室
の
問
題
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
分

案
が
で
き
た
の
で
、
五
年

の
正
月
己
丑
の
日
に
そ
れ
を
合
議
す
る
た
め
の
會
合
が
持
た
れ
た
、
と
云
う
意
味

で
あ
ろ
う
。

「
余
獻
」
の
獻
に
つ
い
て
林

33
は
『
國
語
』
晉
語
六
の
韋
昭
注
「
獻
、致

也
」

を
引
い
て

を
致
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
合
議
の
際
に

宴
が
開
か
れ
た
の
で
あ

る
。

닏
（
婦
）
氏

（
貽
）
壺
、
吿
曰
「

（
以
）
君
氏
令
（
命
）」、
曰
「
余

老
止
（
矣
）。
公
僕
（
附
）
귗
（

）
土
（
徒
）
田
多
諫
（
諍
）。
弋
（
式
）

白
（
伯
）
氏
從
許
、
公
宕
（
取
）
其
參
、
女
（
汝
）
則
宕
（
取
）
其
貳
。

公
宕
（
取
）
其
貳
、
女
（
汝
）
則
宕
（
取
）
其
一
」。

客
が
主
人
に
物
を
贈
り
、
主
人
が
客
に
賓
禮
を
贈
り
返
す
の
は
當
時
の
禮
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
婦
氏
が
琱
生
に
壺
を
贈
っ
た
と
書
い
て
あ
る
が
、
上
述
し
た
よ
う

に
五
年
琱
生
尊
で
は
帛
五
尋
と
壺
二
を
贈
っ
た
と
書
い
て
い
て
、
兩
器
の
記
述
に

簡
繁
の
違
い
が
あ
る
。
壺
が
主
な
る
贈
品
、
帛
は
附
隨
品
だ
っ
た
の
で
省
略
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

「

（
以
）」
が
な
く
、
五
年
琱
生
尊
の
よ
う
に
「
君
氏
令
（
命
）
曰
…
…
」
と

書
い
て
あ
れ
ば
、
君
氏
が
合
議
の
場
に
い
た
と
勘
違
い
す
る
と
こ
ろ
だ
。
君
氏
は

六
年
琱
生
簋
で
は
旣
に
物
故
し
て
幽
伯
と
諡
號
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
、
合
議
の

場
に
出
席
で
き
な
い
ほ
ど
老
衰
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

君
氏
の
命
の
內
容
は
五
年
琱
生
尊
よ
り
詳
し
い
が
、
五
年
琱
生
尊
の
「
勿
使
散

亡
」
が
缺
落
し
て
い
る
。
こ
の
缺
落
の
狀
況
か
ら
見
て
、
君
氏
の
命
の
內
容
は
こ

れ
ら
三
器
に
記
し
て
い
る
こ
と
よ
り
も
っ
と
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
は
君
氏
の
分

案
と
し
て
三
對
二
と
二
對
一
の
二
案
が
擧
げ
ら
れ
て
い

る
。こ
の
ど
ち
ら
に
す
る
か
が
合
議
の
主
要
な
議
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。後
々

の
揉
め
事
を
防
ぐ
に
は
現
宗
君
の
命
だ
け
で
は
足
り
ず
、
次
宗
君
で
あ
る
멽
伯
虎

に
よ
る
承
諾
が
必
要
で
あ
る
。「
式
伯
氏
從
許
」
は
そ
れ
を
表
現
し
た
も
の
だ
ろ

う
。
琱
生
と
멽
伯
虎
と
の
合
議
の
結
果
、
分

比
率
は
五
年
琱
生
尊
に
あ
る
よ
う

に
三
對
二
の
案
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
推
測
で
あ
る
が
、
こ
の
琱
生
有
利
の
分

は

君
氏
の
命
の
缺
落
部
分
に
三
對
二
の
案
を
推
奬
す
る
意
見
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と

に
由
來
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

余
끅
（
惠
）
于
君
氏
大
章
（
璋
）、
報
닏
（
婦
）
氏
帛
束
・
璜
（
衡
）。

君
氏
に
大
璋
、
婦
氏
に
帛
束
と
衡
を
返
禮
と
し
て
贈
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い

る
。
五
年
琱
生
尊
に
は
「
뿷
（
惠
）
大
章
（
璋
）、報
닏
（
婦
）
氏
帛
束
・
璜
（
衡
）

一
」
と
あ
り
、
衡
の
個
數
が
書
い
て
い
る
分
、
詳
し
い
。
こ
れ
を
含
め
て
三
器
銘
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を
比
べ
る
と
、
五
年
琱
生
尊
で
は
君
氏
・
婦
氏
に
關
す
る
贈
與
の
記
述
が
丁
寧

で
、
五
年
琱
生
簋
・
六
年
琱
生
簋
に
な
る
と
君
氏
・
婦
氏
に
關
す
る
記
述
が
全
體

に
簡
略
化
し
、
멽
伯
虎
に
關
す
る
記
述
が
よ
り
丁
寧
に
な
っ
た
印
象
を
受
け
る
。

宗
君
が
代
替
わ
り
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

멽
（
召
）
白
（
伯
）
虎
曰
「
余
旣
냭
（
訊
）、겆
（
厭
）
朕
考
我
母
令
（
命
）。

余
弗
敢
랑（
亂
）。
余
或（
又
）至（
致
）我
考
我
母
令（
命
）」。
琱
生（
甥
）

則
堇
（
覲
）
圭
。

「
냭
（
訊
）」
は
聽
聞
の
意
。

「
겆
」
は
「
从
厂
、뙻
聲
」
で
、甲
骨

で
は
뙻
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
斁
」

に
讀
ん
だ
の
は
吳
大
澂
で
、
以
後
、
羅
振
玉
・
王
國
維
も
こ
れ
を
採
用
し
、
現
在

に
至
る
も
異
論
が
な
い
。『
毛
詩
』
周
南
・
葛
覃
「
服
之
無
斁
」
の
毛
傳
に
「
斁
、

厭
也
」、『
禮
記
』
大
傳
「
無
斁
於
人
斯
」
の
鄭
玄
注
に
「
斁
、厭
也
」
と
あ
る
「
厭
」

の
義
と
す
る
。
師
詢
簋

…
…
女
（
汝
）
乃
聖
且
（
祖
）
考
克
尃
（
輔
）
右
（
佑
）
先
王
、
乍
（
作
）

氒
（
厥
）
（
肱
）
殳
（
股
）、
用
夾
멽
（
紹
）
氒
（
厥
）
辟
、
奠
大
令
（
命
）、

盩
겫
（
龢
）
빀
（
于
）
政
、
벣
（
肄
）
皇
帝
亡
맪
（
斁
＝
厭
）、
臨
保
我
又
（
有
）

周
、
빀
（
于
）
四
方
民
亡
不
康
靜
（
靖
）、
…
…
（
集
成
四
三
四
二
）

の
用
例
か
ら
見
て
も
、
そ
の
正
し
さ
が
わ
か
る
。
こ
こ
の
랑
と
五
年
琱
生
脟
の
좐

は
랑
聲
で
亂
の
叚
借
で
あ
る
。
牧
簋
の

…
…
王
若
曰
、
牧
、
昔
先
王
旣
令
（
命
）
女
（
汝
）
乍
（
作
）
랡
（
司
）

士
、
今
余
隹
（
唯
）
廏
改
、
令
（
命
）
女
（
汝
）
辟
百
寮
（
僚
）、
又
（
有
）

（
炯
）
事
包
、
廼
多
랑
（
亂
）、
不
用
先
王
乍
（
作
）
井
（
型
）、
亦
多
虐

庶
民
、
…
…
（
集
成
四
三
四
三
）

も
同
例
で
あ
る
。

「
至
」
は
「
致
」
の
叚
借
。『
爾
雅
』
釋
詁
上
「
迄
、
至
也
」
の
郝
懿
行
正
義
に

「
至
、
通
作
致
」
と
云
う
。

「
堇
」
は
善
夫
山
鼎
や
頌
鼎
の

…
…
易
女
（
汝
）
玄
衣
黹
屯
（
純
）・
赤
市
（

）・
朱
黃
（
衡
）・
볔
（
鑾
）
旂
・

攸（
鋚
）勒
、
用
事
、
頌
낏（
拜
）稽
首
、
受
令（
命
）册
、
佩
以
出
、
反（
返
）

入
堇
（
覲
）
章
（
璋
）、
…
（
集
成
二
八
二
七
、二
七
二
八
、二
八
二
九
）

に
も
見
え
る
。
李
學
勤
㉒
は
そ
の
注
﹇
一
四
﹈
に

善
夫
山
鼎
、
頌
鼎
的
「
反
入
堇
璋
」、
四
十
三
年
佐
鼎
「
反
入
堇
圭
」、
以

及『
左
傳
』僖
公
二
十
八
年「
出
入
三
覲
」、
也
均
應
如
是
解
。
舊
讀
爲「
瑾
」、

失
之
。

と
云
い
、「
覲
」
と
讀
ん
で
獻
上
、
進
上
の
義
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
句
意
は
、
멽
伯
虎
が
「
余
は
旣
に
聞
い
て
お
り
、
父
母
の
命
に
滿
足

し
て
い
る
。
余
は
そ
れ
を
亂
す
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
余
は
父
母
の
命
を
實
行
す

る
つ
も
り
だ
」
と
云
っ
た
の
で
、
琱
生
は
멽
伯
虎
に
圭
を
贈
っ
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

Ⅲ

六
年
琱
生
簋

隹
（
唯
）
六
年
四
月
甲
子
、
王
才
（
在
）
꿗
。
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「
꿗
」
は
鎬
の
周
邊
の
辟
雍
附
近
に
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
位
置
は
不
明
。
周
王

が
よ
く
滯
在
し
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
一
般
的
な
大
事
紀
年
の
形
式

で
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
五
年
琱
生
尊
が
作
製
さ
れ
た
時
點
で
分
室
の
件
は
終
結
し
て

い
る
の
で
、
六
年
四
月
甲
子
は
分
室
の
件
が
終
結
し
た
日
で
は
な
い
。
琱
生
が
亡

き
幽
伯
・
幽
姜
の
恩
德
を
想
い
、
五
年
琱
生
簋
と
六
年
琱
生
簋
を
作
製
さ
せ
た
日

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

멽
（
召
）
白
（
伯
）
虎
吿
曰
「
余
吿
慶
」。

「
慶
」
は
『
毛
詩
』
大
雅
・
皇
矣
「
則
篤
其
慶
」
の
毛
傳
に
「
慶
、
善
也
」
と

あ
る
「
善
」
の
義
。

멽
伯
虎
が
釆
邑
の
人
民
・
田
に
關
す
る
裁
判
ざ
た
の
經
過
を
說
明
す
る
前
に
琱

生
に
慶
祝
を
傳
え
た
部
分
で
あ
る
。

曰
、「
公
氒
（
厥
）
稟
貝
用
獄
諫
（
諍
）、
爲
白
（
伯
）。

「
曰
」
以
下
が
멽
伯
虎
に
よ
る
經
過
說
明
の
部
分
。

「
公
」
は
멽
伯
虎
の
父
の
君
氏
（
幽
伯
）
で
、「
氒
（
厥
）」
は
先
秦

獻
の
「
之
」

に
相
當
す
る
。「
稟
」
は
『
說

解
字
』
귎
部
に
「
稟
、
賜
穀
也
」、『
淮
南
子
』

原
道
「
稟
授
無
形
」
の
高
誘
注
に
「
稟
、
給
也
」
と
あ
り
、
賜
・
給
の
義
で
あ
る
。

貝
は
財
物
で
あ
っ
た
が
、
貨
幣
と
し
て
流
通
し
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
西

周
金

に
よ
れ
ば
、裁
判
費
用
は
三

・
五

と
い
う
單
位
で
徵
收
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

と
い
う
單
位
は
靑
銅
の
重
さ
の
單
位
な
の
で
、
本
來
な
ら
ば
靑
銅
で
徵
收

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
財
物
で
あ
る
貝
を
靑
銅
に
換
え
、
そ
れ
で
裁

判
費
用
を
ま
か
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
林

33
は

《
周
禮
・
大
司
寇
》「
以
兩
造
禁
民
訟
、
入
束
矢
于
朝
、
然
後
聽
之
。
以
兩

劑
禁
民
獄
、
入
鈞
金
三
日
乃
致
于
朝
、
然
後
聽
之
」。
本
銘
之
「
禀
貝
」、
蓋

相
當
于
「
入
束
矢
」
或
「
入
鈞
金
」、
爲
獄
訟
之
手
續
。

と
し
て
い
る
。
た
だ
林

33
は
「
諫
（
諍
）」
を
債
と
し
て
い
る
が
、「
獄
債
」
と

云
う
語
は
な
じ
ま
な
い
。「
獄
諫
」
と
隸
定
し
、
裁
判
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
と

解
す
べ
き
で
あ
る
。

「
爲
伯
」
は
「
爲
獄
諫
余
」
の
省

で
、
裁
判
の
當
事
者
に
な
っ
て
こ
れ
を
處

理
し
た
の
は
余
（
멽
伯
虎
）
で
あ
る
の
閒
接
話
法
的
表
現
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
曰
以
下
は
、
君
氏
か
ら
給
わ
っ
た
貝
は
裁
判
費
用
に
用
い
た
。
裁
判

を
采
配
し
た
の
は
余
自
身
で
あ
る
、
と
云
う
意
味
に
な
る
。

又
（
有
）

（
底
）
又
（
有
）
成
。
亦
我
考
幽
白
（
伯
）
幽
姜
令
（
命
）、

余
吿
慶
。

「
祗
」
に
つ
い
て
林

33
は

底
原
篆
作

、《
三
體
石
經
》
假

爲
祗
、
本
銘
當
讀
作
底
、
訓
定
。

と
し
、
ま
た
「
有
成
」
に
つ
い
て
は

《
國
語
・
晉
語
》「
范
宣
子
與
和
大
夫
爭
田
、
久
而
無
成
」、《
左
傳
》
昭

十
四
年
「
邢
侯
與
雍
子
爭
鄐
田
、
久
而
無
成
」、
注
皆
云
「
成
、
平
也
」。
本

銘
「
有
底
有
成
」
當
指
這
場
爭
訟
平
息
、
有
了
結
局
。
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五
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と
し
て
い
る
。「
有
成
」
は
닗
鐘
（
集
成
二
六
〇
）、
史
頌
鼎
（
集
成
二
七
八
七
、

二
七
八
八
）、
多
友
鼎
（
集
成
二
八
三
五
）
な
ど
多
く
の
金

に
見
え
る
語
で
成

功
裏
に
終
結
し
た
こ
と
を
表
す
。

句
意
は
、
裁
判
は
成
功
裏
に
決
著
し
た
、
こ
れ
は
我
が
父
母
幽
伯
・
幽
姜
の
命

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
、
と
な
る
。

余

（
以
）
邑
냭
（
訊
）
有
랡
（
司
）、『
余
典
、
勿
敢
封
。』

「
典
」
は
格
伯
簋

隹
（
唯
）
正
月
初
吉
癸
巳
、
王
才
（
在
）
成
周
、
格
白
（
伯
）
爰
（
援
（
叚

借
作
換
））
良
馬
乘
于
倗
生
（
甥
）、
氒
（
厥
）
貯
卅
田
、
則
析
、
格
谷
・
杜
木
・

씗
谷
、
렽
菜
、
涉
東
門
、
氒
（
厥
）
書
史
戠
武
、
立
（

）
먯
（
歃
）
成
꾦

（
뵤
）、
鑄
保
（
寶
）
렉
、
用
典
格
白
（
伯
）
田
、
其
邁
（
萬
）
年
、
子
子
孫

孫
永
保
用
、
셟
（
集
成
四
二
六
三
）

に
見
え
る
典
と
同
義
で
、

書
に
記
錄
す
る
こ
と
。

こ
の
句
は
裁
判
後
の
實
地
檢
分
に
關
す
る
部
分
を
記
し
た
も
の
で
、
멽
伯
虎
が

自
己
の
釆
邑
に
つ
い
て
有
司
（
랡
土
・
랡
馬
・
랡
工
）
に
尋
ね
、

書
に
そ
の
狀

況
が
精
確
に
記
錄
さ
れ
て
い
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
で
確
定
し
た
田
な
ど

に
つ
い
て
改
め
て
封
疆
す
る
必
要
は
な
い
、
と
命
じ
た
こ
と
を
云
う
。

今
旣
냭
（
訊
）。
有
랡
（
司
）
曰
、『
겆
（
厭
）
令
（
命
）。
今
余
旣
一
名
（
銘
）

典
、
獻
。』

「
一
」
は
『
荀
子
』
勸
學
「
一
可
以
爲
法
則
」
の
楊
倞
注
に
「
一
、
皆
也
」
と

云
う
「
皆
」
の
義
、「
名
」
は
銘
の
叚
借
。『
莊
子
』
讓
王
「
今
使
天
下
書
銘
於
君

之
前
」
の
成
玄
英
疏
に
「
銘
、
書
記
也
」
と
云
う
「
書
き
記
す
」
の
義
で
あ
る
。

句
意
は
、
今
、
有
司
に
尋
ね
て
み
る
と
、
命
に
從
い
ご
滿
足
が
い
く
よ
う
に
い

た
し
ま
し
た
、
盡
く

書
に
記
錄
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の

書
を
獻
上
い
た
し
ま

す
、
と
な
る
。

白
（
伯
）
氏
則
報
됔
（
璧
）。

五
年
琱
生
尊
で
は
こ
の
部
分
は
「
有
랡
眔
（
皆
）
좍
（
賜
）
兩
됔
（
璧
）」
と
な
っ

て
い
る
。
簡
繁
の
違
い
は
あ
る
が
、
멽
伯
虎
が
有
司
た
ち
を
勞
い
、
各
人
に
兩
璧

を
下
賜
し
た
こ
と
を
云
う
。

琱
生
（
甥
）
奉
揚
朕
宗
君
其
休
、用
乍
（
作
）
朕
剌
（
烈
）
且
（
祖
）
멽
（
召
）

公
嘗
렉
。
其
萬
年
、
子
子
孫
孫
永
寶
、
用
亯
（
享
）
于
宗
。

銘

末
尾
の
常
套
句
で
あ
る
。「
奉
揚
」
は
對
揚
と
同
じ
で
あ
る
。
君
夫
簋
に
も

唯
正
月
初
吉
乙
亥
、
王
才
（
在
）
康
宮
大
室
、
王
命
君
夫
曰
、
儥
（
續
）

求
乃
友
、
君
夫
敢
妦
（
奉
）
揚
王
休
、
用
乍
（
作
）

父
丁
쀊
彝
、
子
子
孫

孫
、
其
永
用
之
（
集
成
四
一
七
八
）

と
あ
り
、同
樣
の
例
が
見
え
る
。「
嘗
렉
」は
嘗
祭
に
供
す
る
簋
。
嘗
祭
は『
左
傳
』

桓
公
五
年
に
「
始
殺
而
嘗
」
と
云
う
嘗
祭
で
あ
る
。
孔
穎
逹
の
疏
に
「
嘗
者
薦
於

宗
廟
、
以
嘗
新
爲
名
、
知
嘉
穀
熟
乃
爲
之
也
」
と
云
う
。



琱
生
三
器
釋
讀

六
〇

Ⅳ

訓
讀

・
五
年
琱
生
尊

唯
れ
五
年
九
月
初
吉
。
召
姜
、
琱
生
に
幣
五
尋
・
壺
兩
を
갢お
く

る
。
君
氏
の

命
を
も
つ
て
曰
は
く
、「
余
、
老
す
矣
。
我
が
附

の
徒
田
は
諫
（
諍
）
多

し
。
許
す
を
式も
ち

て
、
散
亡
せ
使
む
る
勿
か
れ
。
余
、
其
の
參
を
宕と

ら
ば
、
其

の
貳
を
宕
れ
」
と
。
其
の
兄
は
公
、
其
の
弟
は
乃
ち
余
な
り
。
大
璋
を
惠

し
、
婦
氏
に
帛
束
・
衡
一
を
報
ず
。
有
랡
に
眔み
な

兩
璧
を
좍た
ま

ふ
。
琱
生
、
朕
が

宗
君
の
休
に
對
揚
し
、
用
て
召
公
の
깻
彝
を
作
る
。
用
て
通
祿
、
得
純
、
靈

終
を
祈
る
。
子
孫
永
く
之
を
寶
用
し
享
せ
よ
。
其
れ
敢
て
亂
す
有
ら
ば
、
茲

れ
命
じ
て
曰
へ
、「
汝
は
召
に
事
ふ
る
の
人
、
公
則
ち
明
ら
か
に
こ
ろ

せ
」と
。

・
五
年
琱
生
簋

唯
れ
五
年
正
月
己
丑
。
琱
生
に
事
有
り
。
來
た
り
て
事
を
合
す
。
余
獻

ず
。
婦
氏
、
壺
を
お
く

り
、
吿
げ
て
曰
は
く
、「
君
氏
の
命
を

て
す
」、
曰
は

く
「
余
、
老
す
矣
。
公
の
附

の
徒
田
は
諫
（
諍
）
多
し
。
伯
氏
の
從
許
す

る
を
式
て
、
公
、
其
の
參
を
宕
ら
ば
、
汝
は
則
ち
其
の
貳
を
宕
れ
。
公
、
其

の
貳
を
宕
ら
ば
、
汝
は
則
ち
其
の
一
を
宕
れ
」
と
。
余
、
君
氏
に
大
璋
を
惠

し
、
婦
氏
に
帛
束
・
衡
を
報
ず
。
召
伯
虎
曰
は
く
、「
余
、
旣
に
訊き

け
り
。

朕
が
考
我
が
母
の
命
を
厭あ

か
し
め
む
。
余
、
敢
て
亂
さ
ず
。
余
、
或
た
我
が

考
我
が
母
の
命
を
致
さ
む
」
と
。
琱
生
則
ち
圭
を
覲
す
。

・
六
年
琱
生
簋

唯
れ
六
年
四
月
甲
子
、
王
、
꿗
に
在
り
。
召
伯
虎
吿
げ
て
曰
は
く
、

「
余
、
慶
よ
ろ
こ
び
を
吿
ぐ
」
と
。
曰
は
く
、「
公
の
稟
ひ
し
貝
は
獄
諫
に
用
ゐ
た

り
。
爲な

せ
し
は
伯
な
り
。
定
有
り
、
成
有
り
。
亦
た
我
が
考
幽
伯
・
幽
姜
の

命
な
り
。
余
、
慶
び
を
吿
ぐ
。
余
、
邑
を
も
ち

て
有
司
に
訊
く
、『
余
は
典
す

る
の
み
、
敢
へ
て
封
ず
る
勿
か
れ
』と
。
今
旣
に
訊
く
。
有
司
曰
は
く
、『
命

を
厭あ

か
し
め
た
り
。
今
余
、
旣
に
一
こ
と
ご
とく
典
に
銘
ず
。
獻
ず
』
と
。
伯
氏
則
ち

璧
を
報
ず
」
と
。
琱
生
、
朕
が
宗
君
の
其
の
休
に
奉
揚
し
、
用
て
朕
が
烈
祖

召
公
の
嘗
렉
を
作
る
。
其
れ
萬
年
、
子
子
孫
孫
ま
で
永
く
寶
と
し
、
用
て
宗

に
享
せ
よ
。

六
、
結
び

宗
法
・
宗
族
に
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。『
左
傳
』
桓
公
二
年
・
襄
公

十
四
年
の
記
事
に
卿
・
大
夫
か
ら
分
室
し
て
側
室
・
貳
宗
が
で
き
る
と
書
い
て

あ
っ
て
も
、
そ
の
分
室
が
ど
の
よ
う
な
手
順
で
行
わ
れ
る
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
琱
生
三
器
に
は
そ
の
具
體
的
樣
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
分
室
に
は
釆

邑
の
人
民
・
田
の
分

が
伴
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
比
率
に
は
規
則
は
な
く
て
當

事
者
の
合
議
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た
こ
と
、
分

に
際
し
て
釆
邑
の
人
民
・
田
の
所

屬
關
係
を
整
理
し
て
所
屬
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
當
然
、
分
室
し
て
も
宗
族
の
一
部
で
あ
り
、
宗
君
の
支
配
下
に
あ
っ

た
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
は
五
年
琱
生
尊
の
末
尾
の
「
女
（
汝
）
事
멽
（
召
）
人
」

か
ら
分
か
る
。

次
に
、
こ
れ
ら
三
器
が
ど
の
王
の
と
き
の
作
製
か
に
つ
い
て
書
い
て
お
こ
う
。

厲
王
時
代
、
或
い
は
共
和
時
代
と
す
る
說
も
あ
る
が
、
王
輝
㉗
の

假
定
召
伯
虎
在
宣
王
初
年
四
五
歲
左
右
、
則
其
在
厲
王
末
年
諫
王
、
補
立

宣
王
、
則
是
完
全
可
以
的
。

と
し
、
宣
王
期
に
比
定
す
る
說
が
正
し
い
と
思
う
。
멽
伯
虎
の
父
君
氏
は
五
年
に
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一

は
老
隱
し
、
六
年
に
は
物
故
し
て
い
る
。
こ
の
五
年
時
に
君
氏
が
七
十
歲
、
멽
伯

虎
が
五
十
歲
な
ら
ば
、
王
輝
說
の
よ
う
に
四
十
五
歲
頃
に
厲
王
に
諫
言
し
、
ま
た

宣
王
を
補
立
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

最
後
に
『
毛
詩
』
と
の
關
係
に
つ
い
て
觸
れ
て
置
き
た
い
。『
毛
詩
』
召
南
・

甘
棠
に

蔽
芾
甘
棠
、
勿
翦
勿
伐
、
召
伯
所

、
蔽
芾
甘
棠
、
勿
翦
勿
敗
、
召
伯
所

憩
、
蔽
芾
甘
棠
、
勿
翦
勿
拜
、
召
伯
所
說

と
い
う
詩
が
あ
り
、『
毛
詩
』
召
南
・
行
露
に
は

厭
浥
行
露
、
豈
不
夙
夜
、
謂
行
多
露
、
誰
謂
雀
無
角
、
何
以
穿
我
屋
、
誰

謂
女
無
家
、
何
以
速
我
獄
、
雖
速
我
獄
、
室
家
不
足
、
誰
謂
鼠
無
牙
、
何
以

穿
我

、
誰
謂
女
無
家
、
何
以
速
我
訟
、
雖
速
我
訟
、
亦
不
女
從

と
い
う
詩
が
あ
る
。
前
者
の
詩
序
に
は
「
甘
棠
、
美
召
伯
也
、
召
伯
之
敎
、
明
於

南
國
」
と
あ
り
、
鄭
箋
は
「
召
伯
、
姬
姓
、
名
奭
」
と
云
う
。
後
者
の
詩
序
に
は

「
行
露
、
召
伯
聽
訟
也
。
衰
世
之
俗
微
、
貞
信
之
敎
興
。
彊
暴
之
男
、
不
能
侵
陵

貞
女
也
」
と
あ
り
、
鄭
箋
は
「
衰
亂
之
俗
微
、
貞
信
之
敎
興
者
、
此
殷
之
末
世
、

周
之
盛
德
、
當

王
與
紂
之
時
」
と
云
う
。
鄭
箋
は
い
ず
れ
の
詩
も
殷
末
の
も
の

で
、
召
公
奭
を
稱
え
て
作
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
西

周
時
代
の
金

や
先
秦

獻
に
は
召
公
奭
を
召
伯
と
呼
ん
だ
例
は
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
甘
棠
に
は
召
公
で
は
な
く
、
召
伯
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
召
公
の
子
孫
は

代
々
召
伯
と
呼
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
初
代
の
召
公
は
召
伯
と
呼
ば
れ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
と
思
う
。
詩
序
に
い
う
召
伯
は
召
伯
虎
の
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
三

器
銘

に
は
召
伯
虎
が
自
ら
裁
判
を
處
理
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら

の
詩
篇
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
勿
論
、
歷
代
の
召
伯
に
そ
の
可
能
性
が
あ

る
わ
け
だ
が
、
詩
篇
に
詠
ん
で
後
世
に
ま
で
殘
る
ほ
ど
の
召
伯
が
そ
う
何
人
も
い

た
は
ず
は
な
い
。

拓
本
出
典

・
五
年
琱
生
尊

『

物
』
二
〇
〇
七
年
第
八
期
二
〇
頁
圖
三
二

・
五
年
琱
生
簋

中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
所
編
『
殷
周
金

集
成
』（
修
訂
增
補
本
、
中
華
書
局
、

二
〇
〇
七
年
）
四
二
九
二

・
六
年
琱
生
簋

中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
所
編
『
殷
周
金

集
成
』（
修
訂
增
補
本
、
中
華
書
局
、

二
〇
〇
七
年
）
四
二
九
三

參
考

獻

①
孫
詒
讓
『
古
籀
餘
論
』
卷
中
、
一
九
〇
三
年

②
郭
沫
若
『
兩
周
金

辭
大
系
圖
錄
考
釋
』（
上
海
書
店
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
下
册

③
楊
樹
逹
「
六
年
琱
生
렉
跋
」（『
積
微
居
金

說
』
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
）

④
陳
夢
家
『
西
周
靑
銅
器
斷
代
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
）

⑤
白
川
靜
『
金

通
釋
』（『
白
鶴
美
術
館
誌
』）
第
三
十
三
輯
一
九
四
、
一
九
五
、

一
九
七
一
年

⑥
林

「
琱
生
렉
新
釋
」（『
古

字
硏
究
』
第
三
輯
、
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）

⑦
李
學
勤
「
靑
銅
器
與
周
原
遺
址
」（『
新
出
靑
銅
器
硏
究
』

物
出
版
社
、
一
九
九
〇

年
（
原
載
『
西
北
大
學
學
報
（
哲
社
版
）』
一
九
八
一
年
第
二
期
））

⑧
張
亞
初
「
西
周
銘

所
見
某
生
考
」（『
考
古
與

物
』
一
九
八
三
年
五
期
）

⑨
木
村
秀
海
「
西
周
時
代
の
代
訴
記
錄
―
五
年
琱
生
렉
・
六
年
琱
生
렉
―
」（『
史
林
』

六
九
卷
二
號
、
一
九
八
六
年
）

⑩
馬
承
源
『
商
周
靑
銅
器
銘

選
』（

物
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
第
三
册

⑪
朱
鳳
瀚
「
琱
生
簋
銘
新
探
」（『
中
華

史
論
叢
』
一
九
八
九
年
第
一
期
）

⑫
王
玉
哲
「
琱
生
簋
銘
新
探
跋
」（『
中
華

史
論
叢
』
一
九
八
九
年
第
一
期
）

⑬
斯
維
至
「
關
于
召
伯
虎
簋
的
考
釋
及
『
僕
庸
土
田
』
問
題
」（『
徐
中
舒
先
生
九
十
壽
辰

紀
念

集
』、
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
〇
年
）



琱
生
三
器
釋
讀

六
二

⑭
沈
長
雲
「
琱
生
簋
銘
『
僕
庸
土
田
』
新
釋
」（『
古

字
硏
究
』
第
二
十
二
輯
、
中
華
書

局
、
二
〇
〇
〇
年
）

⑮
李
學
勤
「
續
釋
『
尋
』
字
」（『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
二
〇
〇
〇
年
第
六
期
）

⑯
王
玉
哲
『
古
史
集
林
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
）

⑰
劉
桓
「
五
年
琱
生
簋
、
六
年
琱
生
簋
銘

補
釋
」（『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
二
〇
〇
三

年
第
三
期
）

⑱
王
輝
『
商
周
金

』（

物
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）

⑲
李
學
勤
「
琱
生
諸
器
聯
讀
硏
究
」（『

物
』
二
〇
〇
七
年
第
八
期
）

⑳
寶
鷄
市
考
古
硏
究
所
、扶
風
縣
博
物
館
「
扶
風
五
郡
西
村
西
周
靑
銅
器
窖
藏
發
掘
報
吿
」

（『

物
』
二
〇
〇
七
年
第
八
期
）

㉑
辛
怡
華
、
劉
棟
「
五
年
琱
生
尊
銘

考
釋
」（『

物
』
二
〇
〇
七
年
八
期
）

㉒
王
輝「
讀
扶
風
縣
五
鄕
村
窖
藏
銅
器
銘

小
記
」（『
考
古
與

物
』二
〇
〇
七
年
第
四
期
）

㉓
吳
鎭
烽
「
琱
生
尊
銘

的
幾
點
考
釋
」（『
考
古
與

物
』
二
〇
〇
七
年
第
五
期
）

㉔
陳
英
傑
「
新
出
琱
生
尊
補
釋
」（『
考
古
與

物
』
二
〇
〇
七
年
第
五
期
）

㉕
王
占
奎
「
琱
生
三
器
銘

考
釋
」（『
考
古
與

物
』
二
〇
〇
七
年
第
五
期
）

㉖
種
建
榮
、
楊
曉
芳
「
淺
談
扶
風
五
郡
出
土
『
琱
生
尊
』
的
器
形
及
相
關
問
題
」

㉗
王
輝
「
琱
生
三
器
考
釋
」（『
考
古
學
報
』
二
〇
〇
八
年
第
一
期
）

㉘
劉
桓
「
關
于
『
五
年
琱
生
尊
』
的
釋
讀
問
題
」（『
考
古
與

物
』
二
〇
〇
八
年
第
三
期
）

㉙
羅
衞
東
「
讀
『
五
年
琱
生
尊
』
銘

札
記
」（『
北
京
師
範
大
學
學
報
（
社
會
科
學
版
）』

二
〇
〇
八
年
第
三
期
）

㉚
王
進
鋒
、
邱
咏
海
「
五
年
琱
生
尊
與
琱
生
器
人
物
關
係
新
論
」（『
寶
鷄

理
學
院
學
報

（
社
會
科
學
版
）』
二
八
卷
第
三
期
、
二
〇
〇
八
年
）

㉛
王
進
鋒「
新
出『
五
年
琱
生
尊
』與
琱
生
諸
器
新
釋
」（『
歷
史
敎
學
』二
〇
〇
八
年
第
六
期
）

32
韓
麗
「
五
年
琱
生
簋
關
鍵
字
詞
集
釋
」（『
安
徽

學
』
二
〇
〇
八
年
第
一
二
期
）

33
林

「
琱
生
尊
與
琱
生
簋
的
聯
讀
」（『
古

字
硏
究
』
第
二
十
七
輯
、
中
華
書
局
、

二
〇
〇
八
年
）

（
關
西
學
院
大
學
敎
授
）


